
鹿角市告示第５１号  

 

 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第３項の規定に基づ

き、指定緊急避難場所を次のとおり指定する。  

 

 

令和４年６月１０日 

 

 

鹿角市長  関    厚 

 

 

記 

 

 

施 設 

・ 

場所名 

住所 

対象とする異常な現象の種類 

想定 

収容 

人数 洪水 

崖崩 

れ、 

土石 

流及 

び地 

滑り 

地震 

大規

模な

火事 

内水

氾濫 

火山 

現象 

谷内地区市民

センター 

八幡平字仲の

沖 100 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 260 

※対象とする異常な現象の種類欄の○印は、異常な現象から緊急に逃れるための避難場所を 

示す。 


